
（５）継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 
 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

（１）連結の範囲及び持分法の適用に関する事項 
① 連結子会社数            ７２社 
② 持分法適用会社数          なし 
③ 連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

新規連結      なし 
連結除外      ７社 
持分法除外    なし 
 

（２）連結子会社の事業年度等に関する事項 
連結子会社のうち、東芝テック深セン社の決算日は１２月３１日である。連結財務諸表の作成にあたって

は、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調
整を行っている。 
なお、その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致している。 

 
（３）会計処理基準に関する事項 
 

(ｲ) 重要な資産の評価基準及び評価方法 
①その他有価証券    

    ・時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平
均法により算定） 

 
    ・時価のないもの 主として移動平均法による原価法 

 
②棚卸資産 主として、商品、製品及び半製品は先入先出法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定）、仕掛品及び
原材料は移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下によ
る簿価切り下げの方法により算定）、貯蔵品は最終仕入原価法によってい
る。 

    
(ﾛ) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 
①有形固定資産 
(リース資産を除く) 

当社及び国内連結子会社は定率法 
（ただし平成１０年４月１日以降取得の建物（建物附属設備は除く）は定額
法） 
在外連結子会社は主として定額法 
 

②無形固定資産 

(リース資産を除く) 

主として定額法 
 

 
③リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。 
 

 
(ﾊ) 重要な引当金の計上基準 
①貸倒引当金 債権の貸倒に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不
能見込額を計上している。 

②退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生し
ていると認められる額を計上している。 
過去勤務債務はその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（１０年）による定額法により費用処理している。 
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（１０年）による定額法により、それぞれ
発生の翌連結会計年度から費用処理している。 

③役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えるため内規による必要額を計上している。 

④役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため内規による必要額を計上してい
る。 
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(ﾆ) 重要なヘッジ会計の方法 

為替予約取引に係る評価損益は繰延ヘッジ処理によっている。 

なお、振当処理の要件を満たしているものについては、振当処理を行っている。 
 

（４）連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっている。 
 

（５）のれんの償却に関する事項 

のれんは５～15年間で均等償却している。ただし、僅少なものは発生年度の損益に計上している。 
 

（６）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ･フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなる。 
 

（７）連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用している。 
 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

（会計方針の変更） 

（１）「工事契約に関する会計基準」の適用 

当社及び国内連結子会社については当連結会計年度より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計

基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第18

号 平成19年12月27日）を適用している。 

これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響はない。 

（２）「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）の適用 

当社及び国内連結子会社については当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正

（その３）（企業会計基準第19号 平成20年７月31日）を適用している。 

数理計算上の差異を翌期から償却するため、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益に与える影響はない。 

また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高は364百万円である。 
 

連結財務諸表に関する注記事項 
 

（１）１株当たり情報 

１株当たり純資産額 474 円 85 銭 

１株当たり当期純利益 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

15 円 06 銭 

15 円 05 銭 
 

（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりで

ある。 

当期純利益                      4,144百万円 

普通株主に帰属しない金額             － 

普通株式に係る当期純利益            4,144百万円 

普通株式の期中平均株式数            275,172千株 

当期純利益調整額                     － 

普通株式増加数                      181千株 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後     － 

１株当たり当期純利益金額の算定に含めなか   

った潜在株式の概要              
 
（２）重要な後発事象 

セグメント区分の変更 

 当連結会計年度において、事業の種類別セグメント情報における事業区分は、「リテールソリューション事

業」、「ドキュメントシステム事業」及び「オートID・プリンタ事業」に区分していたが、組織変更により、翌連結会

計年度（平成23年3月期）より「システムソリューション事業」「ドキュメントソリューション事業」及び「海外POS＆

AIプリンタ事業」の事業区分に変更することとした。 
 
※ 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる注記は開示を省略している。 
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